
「令和７年度用地補償に関する研修会」を開催しました 

 

  

去る令和７年１０月２２日（水）に埼玉県さいたま市の「レイボックホール

（市民会館おおみや） ６F 集会室１」において、令和７年度用地補償に関

する研修会を開催しました。 

本研修会は、本年度から（一社）関東土地改良測量設計技術協会の行

事として新規に開催するものです。 

当日は、１０月にも関わらず、「冬のような寒さ」の中、また、業務多忙の

中にも関わらず、大変多くの会員様のご参加をいただきました。感謝申し

上げます。 

また、土地改良補償士４名様を講師としてお招きし、ご講演をいただき

ました。 

ご講演をいただきました講師の皆様にこの場をお借りしまして、改めて

お礼を申し上げます。 

 

 

 ※研修会のプログラムは以下のとおりです。 

 

 

 



 

 



まず、最初に一般社団法人関東土地改良測量設計技術協会  

山本会長の挨拶です。 

 

 



研修会講師の皆様 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会場参加の皆様の様子 

 

 

 

 



最初のご講義は、（株）塩崎テクノブレイン  技術統括部長の 

西田
に し だ

 忠志
た だ し

 様です。 

題目は、「旧事業で設定した地上権について」 

講義内容は、以下のとおり 

１ 旧事業における地上権設定 

２ 「１００年を超える地上権設定に伴う固定資産税の納税の特例」 

３ 会計検査院からの処置要求 

４ 地上権設定の補償規定及び算定例 

５ その他参考資料 

※講義資料は、以下のPDF(クリック）よりご覧いただ
けます。

講義の様子は、以下のとおりです。 

https://kanto-agri.or.jp/pdf/k4_R7_youchihoshoukenshukai_1.pdf


続いてのご講義は、昭和（株） 事業本部顧問の 

人見
ひ と み

 育夫
い く お

 様です。 

題目は、「現通知に基づく地上権設定について」

講義内容は、以下のとおり 

１ 地上権について（区分地上権） 

２ 国営土地改良事業における地上権設定に係る関係法令等 

３ 国営土地改良事業における地上権設定に係る通知等 

※講義資料は、以下のPDF（クリック）よりご覧いただ
けます。

講義の様子は、以下のとおりです。 

https://kanto-agri.or.jp/pdf/k4_R7_youchihoshoukenshukai_2.pdf


続いてのご講義は、（株）北武蔵調査測量設計事務所 技術顧問の 

権田
ご ん だ

 修一
しゅういち

 様です。 

題目は、「事業損失の概要」

講演内容は、以下のとおり 

１ 事業損失の概説 

２ 事業損失の類型 

３ 事業損失の認定要件 

４ 事業損失の因果関係の判定 

５ 事業損失の受忍限度の判定 

６ 事業損失に係る諸対策 

※講義資料は、以下のPDF（クリック）よりご覧いただ
けます。

講義の様子は、以下のとおりです。 

https://kanto-agri.or.jp/pdf/k4_R7_youchihoshoukenshukai_3.pdf


研修会最後のご講義は、（株）ジステック 顧問の 

平出
ひらいで

 幸利
ゆ き と し

 様です。 

題目は、「公共測量実施計画書の作成について」

講義内容は、以下のとおり 

１ 「公共測量」とは、どのような測量か？ 

２ 皆さんの測量は公共測量に該当しませんか？ 

３ 公共測量に該当する具体例 

４ 「公共測量」から除外される測量（測量法施行令第 1 条） 

５ 公共測量実施計画書（様式、記載例） 

※講義資料は、以下のPDF（クリック）よりご覧いただ
けます。

講義の様子は、以下のとおりです。 

https://kanto-agri.or.jp/pdf/k4_R7_youchihoshoukenshukai_4.pdf


最後に 

本日、ご講義をいただきました講師の皆様に改めまして感謝申し上げる

次第です。  

また、ご参加いただきました会員様各社の皆様、大変お疲れ様でした。  

一般社団法人関東土地改良測量設計技術協会としては、今後とも関

東農政局及び関東各県関係機関の皆様のご協力を賜りながら、来年度

以降も研修会を開催する所存です。 よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 




